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令和５年第１回三笠市議会定例会 

令和５年３月９日（第１日目） 

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議事次第（第１号） 

 １ 開会宣告 

 ２ 会議録署名議員の指名 

     ９番 儀 惣 淳 一 氏 

    １０番 谷 津 邦 夫 氏 

 ３ 会期の決定 
    令和５年３月 ９日 
                  ８日間 
    令和５年３月１６日 

 ４ 諸般報告 

  (1） 議会事務報告 

  (2） 教育委員会審議事項報告 

  (3） 一般行政報告 

 ５ 議  事 

 ６ 散会宣告 

  ──────────────────────────────────────── 

○議事日程 

 日程第 １       会議録署名議員の指名について 

 日程第 ２       会期の決定について 

 日程第 ３       諸般報告について（議会事務報告・教育委員会審議事項報 

             告・一般行政報告） 

 日程第 ４       令和４年度定期監査及び財政援助団体等に対する監査並び 

             に例月出納検査の実施結果報告について（監報第１号） 

 日程第 ５       報告第１号及び報告第２号について 

 日程第 ６       報告第３号及び報告第４号について 

 日程第 ７       議案第１号から議案第１４号までについて 

 日程第 ８       議案第１５号及び議案第１６号について 

 日程第 ９       議案第１７号から議案第２３号までについて 

 日程第１０       一般質問 

 日程第１１       議案第１号から議案第２３号までについて（特別委員会付 

             託） 

  ──────────────────────────────────────── 

○出席議員(１０名) 

 議 長  ８番  武 田 悌 一 氏   副議長  ７番  谷 内 純 哉 氏 
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      １番  赤 川 征 視 氏        ２番  浅 尾 三 𠮷 氏 

      ３番  折 笠 弘 忠 氏        ４番  只 野 勝 利 氏 

      ５番  畠 山   宰 氏        ６番  澤 田 益 治 氏 

      ９番  儀 惣 淳 一 氏       １０番  谷 津 邦 夫 氏 

  ──────────────────────────────────────── 

○欠席議員(０名) 

  ──────────────────────────────────────── 

○説明員 

 市 長         西 城 賢 策 氏  副 市 長         右 田   敏 氏 

 総務福祉部長兼        
 総務福祉部参事兼         小 田 弘 幸 氏  総 務 課 長  渡 辺 俊 文 氏 
 危 機 管 理 室 長 事 務 取 扱        
                     保健福祉課長兼        
                     子育て世代包括支援センター長兼         福祉事務所長         花 井 志 夫 氏           成 田 正 文 氏 
                     地域包括支援センター長兼        
                     地域包括支援係長事務取扱        

 企画財政部長         三 好 智 幸 氏  企画調整課長         萬 年 剛 至 氏 

 税務財政課長         坂   保 徳 氏  産業政策推進部長         中 原   保 氏 

 建 設 部 長  松 本 裕 樹 氏  教 育 長         高 森 裕 司 氏 

 教 育 次 長 兼        
 学校教育課長兼         阿 部 文 靖 氏  病院事務局長         髙 田   進 氏 
 高校生レストラン統括室長        

 消 防 長         田 川 善 幸 氏 

  ──────────────────────────────────────── 

○出席事務局職員 

 議会事務局長         柳 谷   忍 氏  議 会 係 長  青 山 初 美 氏 
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◎議長（武田悌一氏） 開会前ですが、報道機関から撮影の申出がありましたので、許

可しております。 

開会 午前１０時００分   

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） ただいまから、令和５年第１回三笠市議会定例会を開会します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） これより、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の１ 会議録署名議員の指名についてを議題とします。 

 会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、９番儀惣議員及び１０番谷津議

員を指名します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会 期 の 決 定 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の２ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 今定例会の会期は、本日から３月１６日までの８日間としたいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 会期は、８日間と決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸 般 報 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の３ 諸般報告に入ります。 

 初めに、議会事務報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭報告を

省略し、直ちに質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、議会事務報告については報告済みとし

ます。 
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 次に、教育委員会審議事項報告については、文書御配付のとおりでありますので、口

頭報告を省略し、直ちに質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、教育委員会審議事項報告については報

告済みとします。 

 次に、一般行政報告を行います。 

 市長から報告を求めます。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 

◎市長（西城賢策氏） それでは、行政報告を申し上げます。 

 まず、報告第１号の市長行動報告についてでありますが、初めに、１月３０日、３１

日の２日間で特別交付税に関する要望行動として、そこに記載してありますとおり、道

内選出国会議員、総務副大臣、自治財政局長、官房審議官等に要望してまいりました。

例年同様、当市が今まで取り組んできました行財政改革のほか、道路除排雪費の対策、

市立病院の経営対策等々について説明し、要請並びに支援に対する御理解をお願いして

きたところでございます。 

 今年の雪の状況については、降雪量は例年よりも少ないが、寒い日が続いており、気

温が低く積雪量が多いため、厳しい財政状況の中でも市民生活を維持するために除排雪

事業を進めていかなければならないこと、また、市立病院についても今後も経営改善に

取り組みながら地域医療を守っていく必要があること等をお話しし、今年度も特別交付

税への御配慮をお願いしてきたところでございます。 

 自治財政局長からは、三笠市は地形的なこともあり、雪で大変なことは理解しており、

除雪費用については、当方でも降雪、積雪を今後も注視したいとの言葉がありました。

また、三笠市は、高校生レストランや地下ガス化など、特色あるまちづくりに努力して

いることは夢のあることであり、これからも頑張っていただきたいとお話を受けてきた

ところでございます。 

 また、道内選出国会議員にも総務省と同様の説明をさせていただくとともに、当市に

おけるデジタル化を推進するため、国への働きかけをお願いしてきたところでございま

す。 

 最後に、報告第２号の市工事についてでありますが、栄町団地改良住宅除却工事（そ

の２）ほか１件につきまして、そこに記載してありますとおり入札を行い、それぞれ工

期内に工事が完了しているところでございます。 

 また、本報告をもちまして、今年度議決いただきました工事案件等につきましては、

全て終えましたことを併せて御報告申し上げます。 

 行政報告につきましては、以上でございます。 

◎議長（武田悌一氏） これより、一般行政報告に対する質疑に入ります。 
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 初めに、報告第１号総務福祉部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 次に、報告第２号建設部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、一般行政報告については報告済みとし

ます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第４ 令和４年度定期監査及び財政援助団体等に対する 

            監査並びに例月出納検査の実施結果報告について 

            （監報第１号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の４ 監報第１号令和４年度定期監査及び財政援助団体等

に対する監査並びに例月出納検査の実施結果報告についてを議題とします。 

 本報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭報告を省略し、直ちに

質疑を受けます。 

 質疑のある方は発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、監報第１号令和４年度定期監査及び財

政援助団体等に対する監査並びに例月出納検査の実施結果報告については、報告済みと

します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 報告第１号及び報告第２号について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の５ 報告第１号及び報告第２号についてを一括議題とし

ます。 

 本報告については、議会運営委員会及び常任委員会の所管事項調査であり、文書御配

付のとおりでありますので、口頭報告を省略し、直ちに質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、質疑を終了し、報告第１号及び報告第

２号については、報告済みとします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 報告第３号及び報告第４号について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の６ 報告第３号及び報告第４号についてを一括議題とし

ます。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 
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 市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 

◎市長（西城賢策氏） 報告第３号及び報告第４号について、一括して報告申し上げま

す。 

 最初に、報告第３号令和４年度三笠市一般会計補正予算（第８回）の専決処分につい

てでありますが、今回の専決処分については、既定予算額１２８億８,１９０万４,００

０円に９億４,６８５万円を追加し、予算の総額を１３８億２,８７５万４,０００円とし

たものであります。 

 内容については、出産・子育て応援給付金の給付及びこころのふるさと基金寄附金の

増加に伴う寄附者への返礼品等の関連経費の増額をしたものであり、諸般の事情から１

月１３日に専決処分を行ったものであります。 

 次に、報告第４号令和４年度三笠市一般会計補正予算（第９回）の専決処分について

でありますが、今回の専決処分については、既定予算額１３８億２,８７５万４,０００

円に１億２,０００万円を追加し、予算の総額を１３９億４,８７５万４,０００円とした

ものであります。 

 内容については、道路除雪に要する経費を措置したものであり、諸般の事情から１月

２７日に専決処分を行ったものであります。 

 いずれも本来であれば議会提案すべきところでありますが、その機会がないとの判断

から、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分を行ったものであります。 

 以上、報告第３号及び報告第４号について一括して報告といたしますので、御承認く

ださいますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏） これより、報告第３号及び報告第４号について、一括して質疑

を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 報告第３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 報告第３号について、承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 報告第３号令和４年度三笠市一般会計補正予算（第８回）の専決処分については、承

認することに決定しました。 

 次に、報告第４号について討論を行います。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 報告第４号について、承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 報告第４号令和４年度三笠市一般会計補正予算（第９回）の専決処分については、承

認することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第１号から議案第１４号までについて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の７ 議案第１号から議案第１４号までについてを一括議

題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 

◎市長（西城賢策氏） 議案第１号から議案第１４号について、一括して提案説明申し

上げます。 

 最初に、議案第１号三笠市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてであ

りますが、本条例の制定は、個人情報の保護に関する法律で委任された事項及び条例で

定めることが認められた事項を規定するものであります。 

 制定の内容は、開示請求に係る手数料や開示決定の期限のほか、必要な事項を定める

ものであります。 

 施行期日は、令和５年４月１日であります。 

 次に、議案第２号三笠市職員降給条例の制定についてでありますが、本条例の制定は、

地方公務員法等の一部改正に伴い、定年の引上げ及び管理監督職勤務上限年齢制などを

導入するに当たり、降給に関する規定を整備するものであります。 

 制定の内容は、降給の種類及び事由を規定するものであります。 

 施行期日は、令和５年４月１日であります。 

 次に、議案第３号三笠市土地開発基金条例を廃止する条例の制定についてであります

が、基金の設置目的である公用等に使用する土地の先行取得の見込みがないため、本条

例を廃止するものであります。 

 施行期日は、令和５年３月３１日であります。 

 次に、議案第４号三笠市芸術文化交流施設設置条例を廃止する条例の制定についてで

ありますが、本市の文化芸術を発信する新たな拠点として令和２年４月に三笠市文化芸

術振興促進施設ｃｉｅｌ（シエル）が開館されたこと及び三笠市芸術文化交流施設（モ
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ダンアート）の建物の老朽化を踏まえ、文化芸術活動の拠点が移転したことから本条例

を廃止するものであります。 

 施行期日は、令和５年６月３０日であります。 

 次に、議案第５号三笠市職員定年等条例等の一部を改正する条例の制定についてであ

りますが、今回の改正は、地方公務員法等の一部改正に伴い、職員の定年を引き上げる

等の規定を整備するため、関係条例について必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、職員の定年を段階的に引き上げ、６５歳を定年とするほか、管理監督

職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制を導入し、管理監督職に就くことができる年齢

を６０歳までとするものであります。 

 また、６０歳に達した日後の最初の４月１日以後は、６０歳時点の給料月額の７割水

準とするものであります。 

 そのほか、関係条例の整備として、条例の一部改正を８件、廃止の条例を１件、提案

するものであります。 

 施行期日は、対象者への事前の情報提供・意思確認制度の規定については公布の日、

そのほかの規定については令和５年４月１日であります。 

 次に、議案第６号三笠市立博物館設置条例の一部を改正する条例の制定についてであ

りますが、今回の改正は、博物館法の一部を改正する法律の公布に伴い、引用条項の規

定等を整理するため、必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、公立博物館としての設置根拠の引用条項を改めるものであります。 

 施行期日は、令和５年４月１日であります。 

 次に、議案第７号三笠市保育所設置条例及び三笠市子ども・子育て会議条例の一部を

改正する条例の制定についてでありますが、今回の改正は、子ども・子育て支援法の一

部改正に伴い、当該基準等に準じて必要な改正を行うものであります。 

 改正内容は、子ども・子育て支援法について所要の規定の整備が行われたことから、

引用条項の整理を行うものであります。 

 施行期日は、令和５年４月１日であります。 

 次に、議案第８号三笠市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準条例

の一部を改正する条例の制定についてでありますが、今回の改正は、子ども・子育て支

援法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、当該基準を参酌し、必要な改正

を行うものであります。 

 改正の内容は、懲戒に係る権限の濫用禁止の規定を削除するとともに、引用条項の整

理を行うものであります。 

 施行期日は、令和５年４月１日であります。 

 次に、議案第９号三笠市家庭的保育事業等の設備及び運営基準条例の一部を改正する

条例の制定についてでありますが、今回の改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に
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関する基準が一部改正されたことから、当該基準を参酌し、必要な改正を行うものであ

ります。 

 改正の内容は、感染症等の予防のための定期的な研修の実施に係る努力義務を定める

など、所要の改正を行うものであります。 

 施行期日は、令和５年４月１日であります。 

 次に、議案第１０号三笠市放課後児童健全育成事業の設備及び運営基準条例の一部を

改正する条例の制定についてでありますが、今回の改正は、放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準が一部改正されたことから、この基準を参酌し、必要な改正

を行うものであります。 

 改正の内容は、安全計画の策定等の規定を新設するほか、所要の改正を行うものであ

ります。 

 施行期日は、令和５年４月１日であります。 

 次に、議案第１１号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてで

ありますが、今回の改正は、健康保険法施行令等の改正に伴い、必要な改正を行うもの

であります。 

 改正の内容は、出産育児一時金支給額を４０万８,０００円から４８万８,０００円に

引き上げ、国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課限度額を２０万円から２２万円に

引き上げるものであります。 

 施行期日は、令和５年４月１日であります。 

 次に、議案第１２号三笠市高齢者、障害者等の移動等円滑化のための道路構造の基準

条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、今回の改正は、移動等円滑化

のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、必要な改正を

行うものであります。 

 改正の内容は、自転車歩行者専用道路など規定の対象となる道路を追加するとともに、

立体横断施設並びに旅客特定車両停留施設に係る構造基準を新たに定めるものでありま

す。 

 施行期日は、令和５年４月１日であります。 

 次に、議案第１３号三笠市道路の構造等の技術的基準等条例の一部を改正する条例の

制定についてでありますが、今回の改正は、道路構造令が改正されたことに伴い、必要

な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、道路の安全と効果的な利用のため、自転車通行帯の構造基準及び歩行

者利便増進道路の構造基準を新たに定めるものであります。 

 施行期日は、令和５年４月１日であります。 

 次に、議案第１４号三笠市市営住宅設置条例の一部を改正する条例の制定についてで

ありますが、今回の改正は、市営住宅の除却に伴い、必要な改正を行うものであります。 
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 改正の内容は、榊󠄀町団地及び栄町団地の除却に伴う規定の整理を行うものであります。 

 施行期日は、令和５年４月１日であります。 

 以上、議案第１号から議案第１４号まで、一括して提案説明といたしますので、御審

議くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏） お諮りします。 

 議事の都合により、議案第１号から議案第１４号までについての質疑を保留し、一般

質問終了後に行うことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第１５号及び議案第１６号について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の８ 議案第１５号及び議案第１６号についてを一括議題

とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 

◎市長（西城賢策氏） 議案第１５号及び議案第１６号について、一括提案説明申し上

げます。 

 最初に、議案第１５号令和４年度三笠市一般会計補正予算（第１０回）についてであ

りますが、今回の補正は、既定予算額１３９億４,８７５万４,０００円に３億７,５７３

万９,０００円を追加し、予算の総額を１４３億２,４４９万３,０００円とするものであ

ります。 

 まず、歳出でありますが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業の

追加及び整理のほか、新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチン接種事業、市立病

院の資金不足に対する補助金など、総務費から教育費まで７款において必要な措置をす

るものであります。 

 一方、歳入については、地方交付税の追加や臨時交付金事業に係る財源の整理のほか、

過疎債ソフト事業分の財源更正などを予算整理し、一般財源については、財政調整基金

繰入金などを計上するものであります。 

 次に、議案第１６号令和４年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第５回）につい

てでありますが、今回の補正は、事業費及び経常費において予算整理を行うとともに、

資金不足額が発生しないよう一般会計繰入金の追加を行うものであります。 

 まず、収益的収入については、医業収益において各種の予防ワクチン接種者が見込み

を下回っていることによる影響分など減額するとともに、医業外収益において緊急包括

支援交付金などを増額するほか、特別利益において一般会計補助金を増額し、収益的支
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出については、医業費用において、「新型コロナウイルス感染症」の治療薬が保険適用

となったことから材料費を増額するとともに、給与費及び経費などを整理するものであ

ります。 

 次に、資本的支出については、建設改良費を入札結果に基づいて整理するほか、看護

師修学資金貸付金を整理するとともに、資本的収入については、建設改良費の整理に基

づき企業債を減額するものであります。 

 以上、議案第１５号及び議案第１６号について一括して提案説明といたしますので、

御審議くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏） お諮りします。 

 議事の都合により、議案第１５号及び議案第１６号についての質疑を保留し、一般質

問終了後に行うことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第１７号から議案第２３号までについて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の９ 議案第１７号から議案第２３号までについてを一括

議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 

◎市長（西城賢策氏） 議案第１７号から議案第２３号まで、一括して提案説明申し上

げます。 

 まず、国の令和５年度地方財政対策において、社会保障関係費の増加が見込まれる中、

地域のデジタル化や脱炭素化の推進など様々な行政課題に対応し、地方が行政サービス

を安定的に提供できるよう、一般財源の総額については令和４年度と同水準で確保され

ました。 

 しかしながら、本市の財政は地方交付税等に大きく依存し、その動向に左右されやす

い構造であることから、国等の対策や社会情勢の動向に対応しつつ、健全な財政運営を

意識し、限られた財源の中で子育て支援や高齢者対策、産業活性化対策などの事業を推

進し、第９次総合計画の都市像である「日本一安心して誰もが暮らし続けたい自然豊か

な元気田園産業都市」を目標に予算編成を行ったものであります。 

 以下、各会計順に予算の概要について説明いたします。 

 最初に、議案第１７号令和５年度三笠市一般会計予算についてでありますが、経常的

歳出予算では、これまでの行財政改革の努力を緩めることなく、必要経費の見直しを図

りながら、将来に向けた財源の適正な管理を目的とした基金への積立てのほか、重点
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的・効率的な予算編成としたものであります。 

 一方、政策的予算では、第９次総合計画に基づき、地域特性を生かした経済・産業活

性化、本市への人口流入の促進、安心して結婚・妊娠・出産・子育てができる環境や安

全で安心して生き生きと暮らせる環境づくりを推進するため、継続事業など４月から対

策を講ずるべき事業について厳選して予算措置を行うものであります。 

 一方、歳入予算の主な内容でありますが、まず、諸交付金、地方交付税、臨時財政対

策債については、国の地方財政計画などに基づき積算し、歳出関連の国庫支出金等の特

定財源については、現段階で見込めるものについて全て計上するものであります。 

 債務負担行為については、車両の購入費などについて措置するものであります。 

 地方債の限度額及び一時借入金の最高額については、歳入歳出予算との関連により措

置するものであります。 

 以上により、一般会計予算の総額は１０８億７,０３７万８,０００円となり、前年度

予算額と比較しまして５億７,６１９万２,０００円、率にして５.６％の増となるもので

あります。 

 次に、議案第１８号令和５年度三笠市後期高齢者医療特別会計予算についてでありま

すが、後期高齢者医療制度に係る本市の財政運営が適切に執行されるよう、制度に基づ

き予算編成を行ったものであります。 

 まず、歳出予算でありますが、主に北海道後期高齢者医療広域連合へ納付する保険料

及び共通経費負担分を計上するものであります。 

 一方、歳入予算でありますが、市が徴収する保険料のほか、一般会計の繰入金として、

低所得者等の保険料軽減額及び広域連合に納付する共通経費分等の費用を計上するもの

であります。 

 以上により、後期高齢者医療特別会計予算の総額は１億８,８４５万６,０００円とな

り、前年度予算額と比較しまして、比率としては現れませんが、８,０００円の減となる

ものであります。 

 次に、議案第１９号令和５年度三笠市国民健康保険特別会計予算についてであります

が、北海道の予算編成における留意事項を考慮し、本市の国民健康保険財政運営が健全

に運営されるよう、制度に基づき予算編成を行ったものであります。 

 まず、歳出予算でありますが、保険給付費については、給付実績ベースで算定し、計

上するものであります。 

 国民健康保険事業費納付金は、北海道の試算額に基づき計上するほか、保健事業費に

ついては、特定健康診査の受診料を無償化するほか、特定健診の未受診者対策事業、人

間ドック利用者への助成及び各種検診、予防接種費用の助成、生活習慣病予防水中運動

教室の実施に要する経費を計上するものであります。 

 一方、歳入予算でありますが、保険料については、国民健康保険事業費納付金の財源

確保が可能な見込みから、現行の料率は据え置くものとしておりますが、限度額につい
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ては、国の基準額引上げに伴い２万円を引き上げ、１０４万円とするものであります。 

 また、道支出金は、保険給付費実績に基づき算定し、一般会計繰入金など歳出関連で

見込まれる全ての収入を計上するものであります。 

 以上により、国民健康保険特別会計予算の総額は１１億５,６０７万１,０００円とな

り、前年度予算額と比較しまして７２９万１,０００円、率にして０.６％の減となるも

のであります。 

 次に、議案第２０号令和５年度三笠市介護保険特別会計予算についてでありますが、

第８期介護保険事業計画を基本に令和４年度の決算見込額を考慮し、事業などについて

必要な見直しを行い、予算編成を行ったものであります。 

 まず、歳出予算でありますが、保険給付費については、令和４年度の決算見込額を基

に計上するものであります。 

 地域支援事業費については、水中運動教室や元気アップ教室のほか、認知症初期集中

支援事業などを継続して実施するものであります。 

 一方、歳入予算でありますが、まず、介護保険料については、保険給付費や介護給付

費準備基金の取崩しによる繰入金等を考慮し、計上するものであります。 

 また、支払基金交付金、国、北海道、市の負担額については、保険給付費に対する負

担割合に応じて措置するものであります。 

 以上により、介護保険特別会計の予算総額は１４億７,４９３万８,０００円となり、

前年度当初予算と比較しまして３,３１３万３,０００円、率にして２.３％の増となるも

のであります。 

 次に、議案第２１号令和５年度三笠市水道事業会計予算についてでありますが、安全

で良質な水を安定的に供給するため、施設の適正な管理を基本に予算編成を行ったもの

であります。 

 なお、業務の予定量については、人口減と前年度実績を考慮して積算したものであり

ます。 

 まず、収益的収入及び支出でありますが、収入については、実績に基づく推計使用水

量により給水収益を見込み、総額３億９,１９１万２,０００円を計上するものでありま

す。 

 また、支出については、市民の給水需要を充足させるために必要な経費として、総額

４億８２２万１,０００円を計上するものであります。 

 次に、資本的収入及び支出でありますが、支出については、補助制度及び老朽度によ

り送水管と配水管の改良のほか、引き続き、メーター器の取替えを行い、まちづくりの

方向性を踏まえた水道施設の再構築を行うため、水道事業の基本計画見直しに係る費用

を含む３億２５万６,０００円を計上するものであります。 

 一方、収入については、企業債など総額１億８,００５万６,０００円を計上するもの

であります。 
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 以上により、水道事業会計支出予算の総額は７億８４７万７,０００円となり、前年度

予算額と比較しまして７５３万７,０００円、率にして１.１％の減となるものでありま

す。 

 次に、議案第２２号令和５年度三笠市下水道事業会計予算についてでありますが、快

適な生活環境を確保するための基盤整備と施設の適正な管理を基本に、予算編成を行っ

たものであります。 

 なお、業務の予定量については、人口減と前年度の実績を考慮して積算したものであ

ります。 

 まず、収益的収入及び支出でありますが、収入については、水道事業会計と同じ方法

による推計使用水量により下水道使用料を見込み、総額５億７,１５１万２,０００円を

計上するものであります。 

 一方、支出については、下水道施設の維持管理に必要な経費として、総額５億６,４０

３万２,０００円を計上するものであります。 

 次に、資本的収入及び支出でありますが、支出については、三笠市公共下水道事業ス

トックマネジメント計画制度の補助を活用した三笠浄化センター更新工事及び計画の実

施設計委託費と浸水対策に伴う雨水管の整備であり、企業債償還金等を含む５億７,２４

８万３,０００円を計上するものであります。 

 一方、収入については、企業債など総額３億１,１９８万円を計上するものであります。 

 以上により、下水道事業会計支出予算の総額は１１億３,６５１万５,０００円となり、

前年度予算額と比較しまして１億５,２１０万４,０００円、率にして１５.５％の増とな

るものであります。 

 最後に、議案第２３号令和５年度市立三笠総合病院事業会計予算についてであります

が、病院事業については、本市における基幹病院として、必要な人材の確保に努め、適

正な病院機能を維持することにより、安心して医療を受けることができる環境づくりを

進めるとともに、建て替えを前提とした基本構想等についても引き続き取り組むもので

あります。 

 まず、収益的収入及び支出でありますが、収入については、１日平均入院患者数を６

６.０人、１日平均外来患者数を１８２.６人と設定し、入院、外来収益などを見込み、

総額１７億３８０万６,０００円を計上するものであります。 

 一方、支出については、必要経費として総額２１億８,３９８万９,０００円を計上す

るものであります。 

 次に、資本的収入及び支出でありますが、支出については、医療サービスの充実や老

朽化への対応を図るため、医療用機械器具７品目の購入のほか、修学資金貸付金など総

額１億５,０８６万３,０００円を計上するものであります。 

 一方、収入については、企業債など総額１億２,７７０万５,０００円を計上するもの

であります。 
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 以上により、市立三笠総合病院事業会計支出予算の総額は２３億３,４８５万２,００

０円となり、前年度予算額と比較しまして４１２万５,０００円、率にして０.２％の減

となるものであります。 

 以上、議案第１７号から議案第２３号まで一括して提案説明といたしますので、御審

議くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏） お諮りします。 

 議事の都合により、議案第１７号から議案第２３号までについての質疑を保留し、一

般質問終了後に行うことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 一 般 質 問 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の１０ 一般質問を行います。 

 一般質問については、浅尾議員からの通告がありますので、質問を許可します。 

 ２番浅尾議員、登壇願います。 

（２番浅尾三𠮷氏 登壇） 

◎２番（浅尾三𠮷氏） 令和５年第１回定例会一般質問の通告に従いまして、子ども・

子育てについてお聞きします。 

 子ども・子育てについて、国では、本年４月１日に「こども家庭庁」を設置し、こど

も基本法を執行します。目的は、こども政策の司令塔としてこども家庭庁を設置し、子

供に対する施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくためのものです。 

 こども施策とは、新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、大人にな

るまでの心身の発達の過程を通じて、切れ目なく行われる子供の健やかな成長に対する

支援であります。国でも、令和４年内に出産・子育て応援交付金１０万円相当の支給も

したり、出産一時金がこの４月から８万円上がって５０万円になったりしています。 

 三笠市でも、本第１回定例会で示された予算編成の基本的な考え方の中に、子育て支

援などに重点を置いて編成を行ったとあります。そこで、三笠市の子育ての関連事業の

概要についてお聞きします。 

 最初に、乳幼児から就学児までの事業の内容についてお聞きします。 

 次に、三葉保育所、認定こども園の令和５年度の募集の状況についてお聞きします。 

 次に、学童保育事業について、令和４年度の利用状況と定員の考え方についてお聞き

します。 

 次に、学校教育についてであります。 

 コロナ禍がかなり落ち着き、５月にはインフルエンザと同じ５類に移行します。マス

ク着用も、３月１３日からは原則として個人の判断に委ねると決まりました。マスク姿
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を除いて、ほぼコロナ禍前の状況に戻りつつありますが、この間の児童生徒への新型コ

ロナウイルス感染症の影響について伺います。 

 令和４年度の学力への影響はどうであったのか、また、不登校の児童生徒の現在の状

況はどうなのかをお聞きいたします。 

 また、マスク緩和への対応についても、これほど長い期間にマスクに慣れた児童生徒

にどのように対応、指導していくのかをお聞きします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

◎議長（武田悌一氏） それでは、初めに子ども・子育てについて答弁願います。 

 総務福祉部長。 

◎総務福祉部長（小田弘幸氏） それでは、私のほうから、子育て関連事業の概要につ

いてということで、乳幼児から就学児前までの事業の内容について答弁をさせていただ

きます。 

 子育て関連事業に係る乳幼児から就学児前までの支援事業としましては、助成事業と

して、ゼロ歳児を対象とした紙おむつ購入費用助成事業や保育所や認定こども園に通う

児童を対象にしました保育所使用料・副食費助成事業及び認定こども園副食費助成事業、

１８歳以下の子供を対象にしました子どもの医療費助成事業及びインフルエンザ予防接

種費助成事業等を実施しております。 

 また、子育てをする中で利用できる施設といたしましては、保育所や児童館、認定こ

ども園があります。保育所及び認定こども園の保育部では、７か月から就学前までの児

童で保護者が就業等で保育できない場合等に利用することができ、認定こども園の幼稚

部では３歳から就学前までの児童で保護者が入園を希望する場合に利用することができ

ます。 

 そのほかの児童館におきましては、あかちゃんひろばとして月に１回、１歳未満の児

童と保護者が一緒に遊びながら触れ合える場を提供しており、また、子育てに関わる相

談の場として利用できるほか、保護者が所用により７か月から就学前の児童を一時的に

預けたい場合、保育ママ紹介事業といたしまして、登録されている子育て経験のある保

育ママを紹介する事業も実施をしております。 

 なお、保育所、認定こども園においても、２歳から就学前の児童を保護者が所用によ

り一時的に保育ができない場合、一時保育として受け入れる事業を実施しております。 

 また、子育て支援拠点事業といたしまして、岡山にある道営住宅の集会所を活用し、

毎週火、木、金曜日の１０時から１５時まで実施をしておりまして、おおむね３歳未満

の児童と保護者が子供と一緒に遊びながら保護者同士の交流や子育て相談の場として利

用できます。 

 続きまして、保育所、認定こども園の入園状況についてということで、令和５年度に

向けて募集状況についてですけれども、最初に保育所及び認定こども園の保育部の入所

基準等について説明をいたします。 
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 保育所等は、保護者が就労等の事由によりまして家庭で必要な保育ができない場合に

保護者に代わって保育を行う児童福祉施設で、対象児童は７か月前から就学前までと

なっており、市内には保育所が１か所で定員４５名、認定こども園の保育部が１か所で

定員９０名、合計１３５名となっております。保育料につきましては、世帯の住民税課

税額によりまして算定するため、生計の状況により異なりますが、本市においては先ほ

どの事業の中で説明をいたしました保育所使用料・副食費助成事業によりまして、保育

料は一度納めていただきますが、後ほど商品券を交付いたしますので、実質無料となっ

ている状況でございます。 

 令和５年度の入園状況でございますが、今現在、認定こども園の保育部が定員９０名

に対しまして９５名、保育所定員が４５名に対しまして３１名となっております。認定

こども園の入園者数が定員を５名超えておりますが、国が定める基準によりまして、保

育士の配置基準、それと施設の面積基準を満たしている場合については、定員の最大２

割増しまでを受け入れることは可能とされております。 

 それとあと、保育士の配置基準といたしましては、ゼロ歳児は児童３名に対し保育士

１名、１から２歳児については児童６名に対しまして保育士が１名、３歳児は児童２０

名に対し保育士１名、４から５歳児は児童３０名に対し保育士１名となっております。 

 現在、令和５年度に入園を希望された方につきましては、全員受け入れることができ

ているという状況にございます。 

 なお、先ほど認定こども園が基準を満たせば最大２割増しまで受入れ可能という話を

いたしましたが、現実といたしましては、まつばの杜の場合、施設の面積基準が２割増

しまでは受入れができる施設規模にはなっていなく、これは保育士が確保できていたと

しても、最大で定員の１割弱の増まで、人数にすれば１００名弱の受入れしかできない

という状況になってございます。 

 続きまして、学童保育事業についてでございますけれども、令和４年度の利用状況と

定員の考え方についてということで、まず最初に放課後児童クラブ、学童保育事業とい

うことでいけば放課後児童クラブという形で言うのですけれども、利用基準等について

説明させていただきますと、放課後児童クラブは、保護者が就労等の事由によりまして

放課後に家庭で必要な保育ができない場合に、国の制度に準じまして、児童の安全を確

保し、生活の場を提供する事業でございます。対象児童は小学生で低学年を優先するこ

とになっておりますが、市内には２年生以上を受け入れる児童館と１年生を受け入れる

三笠小学校内の保育室と計２か所で定員８０名となっております。利用料につきまして

は月額３,０００円となっておりまして、別途おやつ代としまして月額１,０００円を実

費徴収しております。 

 令和４年度の利用状況ですけれども、定員８０名に対しまして、令和４年４月１日現

在で登録児童が６２名となっておりまして、令和５年２月１日現在では６０名となって

いる状況です。放課後児童クラブに関しましては、定員に対して少し余裕がある状況と
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なっております。令和５年度については、現在、利用者募集を行っておりまして、保育

所等を利用している方や現在利用している方には文書でお知らせし、それ以外の方にも

広報みかさ３月号に掲載して募集を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

◎議長（武田悌一氏） 浅尾議員。 

◎２番（浅尾三𠮷氏） 子育ての関連事業についてお聞きしましたが、現在、三笠市の

子育てに関しては、大変私は進んでいるなと思っております。それで、例えば今おっ

しゃられた紙おむつを皆さんに配布するということについても、今回、子育ての事業を

大きく進めていこうという、国を先取りした、そんなような政策はかなり前からもう三

笠でやっておりまして、コマーシャルも含めて大変私は評判がいいと思っております。

私に何人か相談された方も含めて、そういう三笠の子育てに関しての評判というのは大

変よくて、来た方ですので、その評価は保ちつつも若干いろんなことでまた相談があっ

てこの質問となったわけですけれども、今答えた子育ての中で、今回、産後ケア事業に

当たるものというのはあるのでしょうか。 

◎議長（武田悌一氏） 総務福祉部長。 

◎総務福祉部長（小田弘幸氏） 以前からもお話をさせていただいてございますけれど

も、相談等々については、産後ケア事業という形の中で相談体制はしいているつもりで

ございます。ただ、居宅訪問型と通所型、それと短期入所型の３種類の事業があるとい

うことで以前からお話をさせていただいておりますけれども、今回のこの事業について

は、今現在はまだないという状況でございます。 

◎議長（武田悌一氏） 浅尾議員。 

◎２番（浅尾三𠮷氏） これは再三私も前々からお話ししているのですけれども、産後

ケア事業、つまり産後と切れ目があるところに手をちょっと入れてほしいなということ

で、今答えてくださったように相談という関係についてはもうきちっとやっておられる

と思いますけれども、それに対応できるよう予想して産後ケア事業というのを充実させ

ていくべきではないかと思っております。今回はまだ骨格予算ということだったのです

けれども、ぜひ産後ケア事業を具体的に、今お聞きしましたけれども、保育ママ事業と

いうのもやられておりますので、これが一番母親とか家族にとっては、じいちゃん、ば

あちゃんがいないところが今現在多いですので、何かあった場合に気楽に預けられる場

所というのが大変ニーズが高いというか、私も今回この定員のことを聞いたのも、保育

所に預けたいのだけれども、そこまでもいかなくても、またちょっとの間という、そう

いう場合の相談が多いですので、それを充実させていただければなと思っています。そ

れをなおかつ皆さんが知るような形でやってもらえばと思っておりますけれども、こう

いう方向では何か考えておりますか。 

◎議長（武田悌一氏） 総務福祉部長。 

◎総務福祉部長（小田弘幸氏） まず、産後ケア事業ですけれども、いろいろとこの間
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からお話をさせていただいているように、御存じかとは思いますけれども、産後ケアの

内容的には乳房ケアですとか、育児の具体的な指導ですとか、そういった専門的なケア

を行うことがございまして、原則助産師を中心にした実施体制ということで、国のガイ

ドラインを含めて求められているという状況で、本市におきましても、当該事業、これ、

居宅訪問型、通所型、短期入所型という形で３種類実行を実証していきたいという考え

方はございまして、ただ１つ言えるのが、やっぱり助産師を確保することが大前提と

なっておりまして、各近隣ですとか、そういった受託可能なところをいろいろ探させて

いただいてはいる状況ですけれども、今現在検討中だということと、それと今、助産師

の場合、どうしてもあちこち人手不足という状況もあるのですけれども、やはり安定的

に私どもとしても事業を実施できるように、それと本市の子育て支援の充実を図るため

先月２月から助産師の職員募集を開始したところで、まだ募集はございませんけれども、

いずれにしても人員確保できれば事業実施することを含めて、今現在、研究している段

階になっております。 

 あと、保育ママ紹介事業の中では、やはり何か困ったことがあれば、まず市のほうに

御相談をいただきたく、そういった御紹介をいただいて、事象によって解決できる問題

等々もございますので、できないこともちょっとあるかも分かりませんけれども、とに

かく御相談をしていただければ解決策を見つけていきたいなというふうに思っておりま

す。 

 それとあと、どうやって知らせているのかは、保健師が新生児の家庭訪問を行う際に、

子育てに関わる支援の説明をしているほか、子育て支援制度ですとか、保育所に関わる

ことにつきましては、毎年広報みかさの１月号に移住・定住、子育て支援制度の内容で

すとか、保育所、認定こども園、入所・入園募集として掲載しているほか、児童館等々

に関わることにつきましても、これは毎年になりますけれども、広報みかさの３月号に

掲載しているということで、それぞれ１ページを使って掲載しておりまして、それとあ

と、やはり若い方が対象ということもございますので、市ホームページに掲載をしてい

まして、そういった部分で市民周知を図っているところでございます。今後も各事業に

つきまして、引き続き周知を図っていきたいというふうに考えております。 

◎議長（武田悌一氏） 浅尾議員。 

◎２番（浅尾三𠮷氏） 産後ケアという名前がついた場合は助産師とかいろいろ専門家

も必要だというのもあるのですけれども、保育ママというのは、私がいろいろ調べてみ

たところだと、そういう専門家というのも必要なくて、半分ボランティアな形でという

ことで、先日も岸田総理が日本一出生率の高い岡山県の奈義町というところを訪問して

視察したというニュースがありましたけれども、この奈義町のホームページを見ると、

ほぼ三笠と同じようないろんなことをやっておりまして、ただ、一番目立ったのは、こ

の保育ママに関係するような制度が大変充実しているというか、三笠市でもすぐ取り組

めそうな例がたくさんありましたので、ぜひそういうところも実施していければなと
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思っています。本当にやっていることは三笠市も負けておりませんので、ただ、受け入

れる、ちょっと申し訳ないのだけれども、例えば政策をつくる皆さん方の中に女性がた

くさん入っていれば、そういうことまで気がつくのかと思うのですけれども、今、市に

相談されたら何かになりますと言うのだけれども、相談するに行くまでの心のエネル

ギーというのかな、そこが大変産後については、お母さんとか親、エネルギーが必要な

ので、相談まで行けるなら、そんな何かできないということで、だから、そういう道筋

があればなと。本当に仲間というか、奈義町の場合は、本当に気楽にお母さん同士の集

いがあって、その場所を提供するのが市とか、そういう働きかけは市でお膳立てして何

か形づくって、大変まねしてもできるような形なので、ぜひそういうような、ちょっと

相談しやすい、また、行きやすい、そんなところが一番この産後ケアには必要なのかな

と思っております。ぜひその充実ということで、考えていっていただければと思ってい

ます。 

 三葉保育所、それから認定こども園については、今お聞きしたら定員を超えて入って

いるということで、三笠市でも大変喜ばしいことかなと思っております。 

 なお、保育所については預けられる条件がありましてなかなか、働いているとかとい

うこともあるのですけれども、そうでなくても母親が自宅にいた場合でも預けたいとき

もあるということで、先ほど言った保育ママみたいな事業があればいいなと思っている

のですけれども、この状況というか、こうやって定員を超えて、特に認定こども園の保

育部のほうにはたくさん入れたい方がいて、私にも相談されているのですけれども、今

はなかなか難しいかと思うのですけれども、定員を増やすというような考え方というの

はあるのか、あってもできないのか、ちょっとその辺お聞きしたいのですけれども。 

◎議長（武田悌一氏） 総務福祉部長。 

◎総務福祉部長（小田弘幸氏） まず先に、お話がありました保育ママ事業、これにつ

きましては今現在も私どもやっている事業でございまして、ただ、ここ二、三年、コロ

ナの関係もあったものですから、ちょっと休止していたという状況はございますけれど

も、今現在そういうことをやっておりますので、ぜひ利用したい方がいれば、市のほう

にお話ししていただきたいというふうに思っております。 

 それとあと、やはりそういった育児支援に関する制度の説明ですとか、例えば相談で

すとか、そういった部分でなかなか市役所のほうには来づらいというお話があったので

ございますけれども、例えば保健師活動を含めて、妊娠届出ですとか、今度産後ケア事

業で８か月の面談時ですとか、４か月健診、６か月健診、あと子育てサロンを各月に開

催しているですとか、１歳６か月、３歳児健診とか、そういった等々の機会を含めて私

ども保健師を含めて声かけというか、今もやってはいますけれども、今後もそういった

ことをお話ししていきたいなというふうに思っておりまして、気軽に御相談できる体制

をつくっていければなというふうに思っております。 

 それと、まつばの杜の定員の関係でございますけれども、今現在の施設面積の基準で
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そういう形になっている部分があるものですから、やはり民間事業ということもござい

まして、そこに対する増設ですとか、定員を増やしてほしいということになれば増設し

かないと思うのですけれども、そういったことはちょっと今現在できないのかなという

ふうに思っておりまして、ただ、これは三笠市の保育行政全体の話になるかも分かりま

せんけれども、三葉保育所が、ちょっと遠いという部分があるかも分かりませんけれど

も、定員が空いている部分がありまして、やはりそういった部分をまた利用していただ

きながら、その辺は対応をしていきたいというふうに思っております。 

◎議長（武田悌一氏） 浅尾議員。 

◎２番（浅尾三𠮷氏） ひとつ充実のほう、よろしくお願いしたいと思っております。 

 それから、学童保育については、夏・冬休みだけでも利用できるのか。通年というふ

うには書いてあるのですけれども、夏・冬休みだけでも利用したいのだけれどもという

声もあったりして、そのときに通年だからなのか、いっぱいだからなのか、抽選になる

よとかと言われたということもあったりして、その辺の確認をお願いします。 

◎議長（武田悌一氏） 総務福祉部長。 

◎総務福祉部長（小田弘幸氏） まず、学童保育というか、放課後児童クラブという形

なのですけれども、そういった条件というか、保護者が就労等の理由によりまして放課

後に家庭で必要な保育ができない場合に利用できることとされておりまして、ふだんは

問題なく家庭等で保育できている状況であれば、利用条件には合致いたしませんので、

利用をお断りするという形になりますけれども、そういった今現在条件が合致している

方であれば、一度登録して通年の方もいらっしゃいますし、夏休み、冬休みだけ登録し

たいということであれば、その条件に合致していれば登録することは可能となってござ

います。 

◎議長（武田悌一氏） 浅尾議員。 

◎２番（浅尾三𠮷氏） 分かりました。その辺は私もちょっと答えやすいかなと。 

 あと、減免とかはあるのですか。例えば２人とか３人とか同じ家から預けた場合の、

ちょっとそれを確認したいのです。 

◎議長（武田悌一氏） 総務福祉部長。 

◎総務福祉部長（小田弘幸氏） 今現在、利用料が月３,０００円とおやつ代が１,００

０円ということで、先ほどお話しさせてもらいましたけれども、今のところ減免、そう

したものはございません。 

◎議長（武田悌一氏） 浅尾議員。 

◎２番（浅尾三𠮷氏） そうしたら、日割りもないのですね。例えば、うちは一月のう

ち１０日間しか利用しないとかという、そういう日割りも今のところないということで

いいですか。 

◎議長（武田悌一氏） 総務福祉部長。 

◎総務福祉部長（小田弘幸氏） 日割りとかもなく、一月単位での料金となっておりま
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す。 

◎議長（武田悌一氏） 浅尾議員。 

◎２番（浅尾三𠮷氏） とにかく今ちょっと確認したこととか、奈義町ではそういうの

が全てそろっているということで、ぜひ奈義町のホームページを見ていただくと三笠と

の比較が、なぜこんなにあるか、それのおかげで出生率が上がったかどうかというのは

私は分かりませんけれども、これは大きなやっぱり原因だと思っております。ぜひ、三

笠市も負けずにまねできるところはまねして、細やかなそういう子育ての施策というの

にまた力を入れるようお願いしたいなと思っております。よろしくお願いします。それ

が一番のお願いです。 

 何回も言うようですけれども、とにかく分かってほしいのは、産後から半年の間が微

妙に、相談はあるのですけれども、出産後、出産ぎりぎりまでは相談されて心構えもで

きているのだけれども、いざ生まれた後から本当に１週間とか２週間というのがとんで

もなく母親が悩むというか、そういうときだと思います。保健師が家庭訪問もしていた

だけるので、その部分も含めて、こうなったときにはここに行けばいいよというような

気軽に行けるようなところというかな、だから、逆に言えば今、申し訳ないけれども、

部長から答えを聞いても、これが女性の部長ならちょっと分かるかなという、そういう

ものなのですね。いや、ごめんなさい。例えば、これが対応する人が女性であれば、今

回相談を保健師とかそういう方がやるので、そういう部分でもいいかなと思うのですけ

れども、だから行く先もそういう方がいて、安心して行けるようなという意味です。 

 そんなことで、その感覚を分かっていただいて、産後の子育てに関しては特に神経を

使っていただいて何かできることをやっていただければ、もっと三笠は子育てが、今も

自慢しているのですけれども、自慢できるし、そういう少子化ということにもちょっと

は歯止めがかかる一つの原因になるかもしれませんので、そこのところは一番私も三笠

市民として望んでいるところです。ここに力を入れて全く外れはないかなと私は思って

おりますので、ぜひいいところを、奈義町のホームページを担当者に見せてあげて、で

きるところを進めてもらいたいなと思っております。何かありますか。 

◎議長（武田悌一氏） 総務福祉部長。 

◎総務福祉部長（小田弘幸氏） 出産後のケアにつきましては、そういったケアができ

る体制をやっていきたいなと、今でもやっているつもりですけれども、ますます充実し

ていければなというふうに思っておりますし、ただ、学童保育の利用料については、例

えば管内の比較になってしまうのですけれども、高いところでは月８,２００円とか、そ

ういったような状況等々もございまして、決してうちが高いということではないのかな

というふうに認識はしているところなのですけれども、それとやはり移住・定住施策、

子育て施策につきましては、うちのまちとしては、ほかのまちと比べたら、奈義町さん

とはちょっと分かりませんけれども、ほかのまちと比べたら十分取組を私たちは行って

きているという状況にございますし、今こういった部分を無料化するとかしないとか、
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そういった部分につきましては、やはり第９次総合計画の中で令和６年度までの時限立

法という形になっておりまして、今の言ったような部分も含めて、そういった事業が全

体的に有効なのか、必要なのか、効果があるのかといった部分を含めて検証した中で、

今後、全体の中で考え方を決めていきたいというふうに思っております。 

◎議長（武田悌一氏） 浅尾議員。 

◎２番（浅尾三𠮷氏） 隣と比較するのではなくて、市長は日本一のということを言っ

ていますので、やっぱり日本一だったら、一番の奈義町を手本にしてと思っております。

そういうことで、言いたいことはよく分かりますが、ひとつよろしくお願いします。 

 この件は終わってよろしいですか。 

◎議長（武田悌一氏） この件はもう質問終了ということでよろしいですね。 

◎２番（浅尾三𠮷氏） はい。 

◎議長（武田悌一氏） それでは、次に学校教育について答弁願います。 

 教育次長。 

◎教育次長（阿部文靖氏） 私のほうから、児童生徒への新型コロナウイルス感染症の

影響についての中で、学習についての影響、それと不登校等の状況、それからマスクの

対応について答弁させていただきたいと思います。 

 まず、学習への影響についてでございますけれども、令和４年度の新型コロナウイル

ス感染症の学習対策につきましては、北海道教育委員会が定めるルールを基本にしつつ、

タブレット学習、それから夏季、冬季の休業の活用、行事の見直し、授業日課の見直し

などによりまして、文部科学省が示す標準時数を確保したとともに、コロナが蔓延した

この過去２年間の経験を生かしながら、可能な限り年度計画を実践しまして、児童生徒

の学びの機会を確保するよう努めてきたところでございます。特にタブレットによるオ

ンライン学習につきましては、回数を重ねるごとに通常授業に近い学びを教職員、保護

者、それと児童生徒等の協力の下、実践できたものと学校より報告を得ているところで

す。 

 また、長期休業明けの児童生徒については、心身ともに不安定な状況になる傾向があ

りますので、その対策としまして、夏季休業、それから冬季休業前後に校長会等を通し

まして指導を徹底するよう示達しておるほか、また、部活動だとか、そういった方々、

担当顧問による児童生徒の状況報告、それから定期的にスクールカウンセラー等の連携

を図りながら、児童生徒の変化にも気を配りながら学びに集中できるようサポートして

きております。 

 学力におきましては、前段申し上げましたとおり、必要な学習時間は確保していると

ともに、そのほか三笠ならではのＴＴ授業や、それから習熟度別にクラスを分けた授業、

それから専科による授業、放課後学習、家庭学習の定着指導などによりまして、コロナ

禍であっても児童生徒の学力定着に努めてまいりました。 

 また、全国標準学力検査の結果を分析しておりますけれども、学年や科目によりまし
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て全国平均を上下している状況はコロナ前と変わらないということで、学力の定着につ

いては、コロナの影響というよりは、日常的な基礎・基本の定着、それから学習時間の

確保、そのための生活指導を徹底すべきものとして教育委員会としては判断していると

ころでございます。 

 続きまして、不登校の状況でございます。 

 まず、現在の小中学校における長期欠席者の中で、新型コロナウイルス感染症に起因

した長期欠席者はいないものということで学校より報告を得ております。 

 ただ、長期欠席している児童生徒の対応についてでございますけれども、常に学校と

御家庭、それから必要に応じて教育委員会も入り連携を図っておりますが、家庭環境や

児童生徒の状況によりましては、福祉事務所、また、児童相談所等とも連携しまして、

その対応についてケース会議等を開催しながら進めているところでございます。 

 長期欠席者、不登校につきましては、一度学校に来られないと改善しにくくなってい

くという傾向がありますが、最近の事例でいきますと、例えばタブレットのオンライン

学習、テレビ電話みたいなものでございますけれども、顔を合わせた学校との対応によ

りまして自信を取り戻して学校へ登校できるようになったケースや、また、市で政策的

に実施しております学習塾の未来塾に参加することで、学習意欲や仲間と学ぶ自信を取

り戻しまして登校できるようになったケースも出てきておりますので、今後においても

個別最適な方法を模索しながら対応してきたいと思っているところでございます。 

 それから、マスクの緩和の対応ということでございますけれども、マスク着用の対応

についてでございますが、報道等でも承知していることと思いますが、卒業式の取扱い

につきましては、北海道教育委員会の通知により、児童生徒、教職員は不要、それから

保護者等は必要としたルールに基づき対応してまいります。 

 新学期以降につきましては、今後、文科省、それから道教委より通知されることに

なっておりますので、三笠の地域事情も踏まえながら、そのルールに基づき、かつ強制

的にならないよう配慮もしながら対応を図ってまいります。特に個別の判断に対しまし

て、お互いに、つけるつけないの差別や、いじめにつながらないよう、新学期当初から

も、保護者も含め指導を徹底していきたいと考えております。 

 以上です。 

◎議長（武田悌一氏） 浅尾議員。 

◎２番（浅尾三𠮷氏） 学力への影響はそんなにないということで捉えましたけれども、

三笠市ではコロナ禍の間に小学校でも専科授業が始まったということでしたけれども、

三笠市の小学校での専科というのはどのような状況なのですか。 

◎議長（武田悌一氏） 教育次長。 

◎教育次長（阿部文靖氏） 学校によって変わりますけれども、例えば三笠小学校であ

れば理科を専科にさせていただいております。それと、岡山小学校におきましては、専

科というよりは、中学校の教師が小学校に入り込みまして小学校の先生と一緒に授業を
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行っていくという共同の授業だとか、そういったことで専門的に、例えば最近であれば

英語だとか、そういったことはやらせていただいております。 

 以上です。 

◎議長（武田悌一氏） 浅尾議員。 

◎２番（浅尾三𠮷氏） なかなか専科というのは学力を上げる上では大変優れた方法だ

と思っておりますので、ぜひ積極的に進めていってほしいと思っております。岩見沢の

ほうの私の知っている教員のいる学校では、理科のほか、音楽、体育、あともう１教科

あったかな。何かそれも専科になっているということで、なかなかきちっとそういう面

ではある程度考えてやっているかなと思っております。三笠市でも取り入れられるとこ

ろは取り入れてやってもらいたいと思っております。 

 学力についても、教師のほうも、ちょっと私もネットで調べたら、研究所のほうで学

校の先生に対するいろんな研修もやられているようで、特に学力の関係よりも地域科の

ことが載っていましたけれども、大変いい取組だなと思って、その中でも三笠市の教員

がまた中心になって頑張っているところが大変私も評価しております。とにかく学力と

いうのは、どうしても学校ですので一番、今、次長が言われたように基礎・基本という

のを大事にしているというところで、そこが一番私も大事だと思いますので、様々、タ

ブレットとかいろんなものを使うのですけれども、基礎・基本というところで力を入れ

て、その方向でぜひ指導していってほしいと思っています。 

 あと、不登校の児童生徒についてですけれども、何人かいらっしゃるようだけれども、

この新型コロナウイルス感染症の影響についての不登校はいないということで押さえて

いいですね。 

 いろんな報道を見ても、今回のコロナ禍の中で子供が影響を受けていろんな問題が増

えているような報道がありますけれども、今お聞きしたら、ある程度対応はしているよ

うですので。また、本当にマスクへの対応についても、今回これから配られるチラシを

見ましたけれども、差別がないようにというようなのを含めて、前にもコロナ禍に対す

るいろんな状況について、三笠市で宣言は出さなかったのですけれども、かなりしつこ

く広報にも載せていただいて、本当にそういう差別は起こさないとか、学校でいじめに

つながるようなことを起こさないということで、ぜひ指導を強めていって、しっかりそ

の辺は対応していっていただければと思っています。 

 私のほうからは以上ですけれども、最後にちょっと、先ほど言い忘れてしまったので

すけれども、何回もしつこくどの私の質問でも言っているのですけれども、もっと知ら

せるということで、奈義町のホームページを見て気がついたのですけれども、また三笠

と比べて気がついて、三笠のふるさと納税の紹介のページがとても魅力的でした。

ちょっと関係ないようですけれども、子育ての支援の書き方も、あのように１行で説明

してから次のページに行くような、簡単に紙おむつ何とか何とかと書いて、この制度は

こっちではなくて、何歳からどんなようなことで紙おむつを対応していますというよう
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な１行あって、それから次に飛ぶような形がとってもいいなと思いました。このふるさ

と納税の商品名、４０品目近くありますけれども、どれもこれも魅力的な紹介の仕方が

あって、すぐクリックしたくなるような、ああいうような紹介の仕方はあるのかなと思

いまして、ぜひ様々な三笠の子育て、それから学校も今言ったとおり教育に対しても岡

山方面では中学校の先生が来たりして、教育面でも大変優れたところがたくさんあるの

で、そういう面も含めて、しっかりと子育て、それから教育について三笠もうんと発信

して、本当に首相とまで言わないでも知事が必ず、レストランは来ていますけれども、

そういう面でまた訪問して視察しに来るような、そういう三笠市になればと思っており

ます。ぜひよろしくお願いします。 

 私の質問は、以上で終わります。 

◎議長（武田悌一氏） 以上で、浅尾議員の質問を終わります。 

 これをもちまして、通告のあった質問は終了しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１１ 議案第１号から議案第２３号までについて（特 

             別委員会付託） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の１１ 議案第１号から議案第２３号までについてを一括

議題とします。 

 日程の７から９までの議事を継続し、一括して質疑を受けます。 

 質疑のある方は発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第１号から議案第２３号までについては、９人の

委員をもって構成する特別委員会を設置し、付託の上、審査することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１号から議案第２３号までについては、９人の委員をもって構成する特別委員

会を設置し、付託の上、審査することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 ただいま設置されました特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条の規

定により、配付した一覧表のとおり９人を指名したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 ただいま指名しました９人の議員を特別委員会委員に選任することに決定しました。 
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  ──────────────────────────────────────── 

◎休 会 の 議 決 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 休会についてお諮りします。 

 議事の都合により、３月１０日から３月１５日までの６日間、休会にしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 ３月１０日から３月１５日までの６日間を休会することに決定しました。 

 以上をもちまして、本日の日程は全て終了しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎散 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 本日は、これをもちまして散会します。 

 御苦労さまでした。 

散会 午前１１時３０分    
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